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住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一

酸化炭素中毒事故の防止について（協力依頼） 

 

 

 標記の件について、経済産業省へ報告されたガス事故のうち、住宅塗装工事

等においてガス機器の給気・排気部が閉塞され、不完全燃焼や異常燃焼に伴う

一酸化炭素中毒及びガス機器の破損などの事故が発生しています。 

 最近の事故事例では、塗装事業者が瞬間湯沸器の排気トップ部を養生シート

で覆ったことで、未燃ガスが機器内部に滞留し、点火スパークにより未燃ガス

へ引火したことでパイプシャフト扉が開き、近くにいた需要家１名が負傷する

事故（２０２２年５月）がありました。 

 ガス機器の給気・排気部が閉塞された状態で使用した場合、爆発や異常燃焼

によりガス機器が破損するほか、酸欠や不完全燃焼による一酸化炭素中毒の発

生のおそれがあります。 

 このことから、塗装工事業者等に対し、下記の要請を行っていただきますよ

うお願いします。 

 

記 

 

１ 養生を行う場合には、ガス機器の給気部及び排気部を塞がないこと。 

２ やむを得ずガス機器の給気・排気部をビニールシート等で塞ぐ場合に

は、当該ビニールシート等を取り除くまではガス機器を使用しないよ

う、確実に住人へ周知徹底すること。 

３ 工事終了後は、速やかに養生のためのビニールシート等を外すこと。 

 

 

（参考資料） 

・塗装等工事関係者向け注意喚起チラシ 


